
公益財団法人熊本県暴力追放運動推進センター

役員等の報酬並びに費用弁償に関する規程

（目的）

第１条 この規程は、公益財団法人熊本県暴力追放運動推進センター（以下「センター」とい

う。）定款第１５条、第３０条及び第３１条第４項並びに第４７条の規定に基づき、役員、

評議員及び顧問の報酬等並びに職務を行うために要する費用に関して必要な事項を定め、一

般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）並びに公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号）の規定に照らし、妥当

性と透明性の確保を図ることを目的とする。

（定義）

第２条 この規程において、次の各号に定める用語の定義は、次のとおりとする。

⑴ 役員とは、理事及び監事をいい、これに評議員を加えて役員等という。

⑵ 常勤役員とは、定款第２４条第２項に基づき置かれる専務理事であって、センターを主

たる勤務場所とする者をいう。

⑶ 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。

⑷ 評議員とは、定款第１２条に基づき置かれる者をいう。

⑸ 報酬とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１３号で定め

る報酬、賞与その他職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び諸手当をいいその名称

のいかんを問わず、費用とは明確に区分されるものをいう。

⑹ 費用とは、職務を行うために要する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行諸費、宿泊料、

食卓料その他の実費であって、報酬等とは明確に区分されるものをいう。

（報酬等の支給の基準）

第３条 センターは、常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給するものとする。

２ 常勤役員の報酬は、月額とする。

３ 定款第３０条（役員の報酬等）の規定にかかわらず、監事に対し監査実施1回につき４０、

０００円を支給する。

４ 月額支給の報酬は、月の中途において新たに常勤役員となった者には、その日から支給す

る。

５ 月額支給の報酬は、月の中途において常勤役員が退職したときは、その日まで報酬を支給

する。

６ 常勤役員が、月の中途において死亡したときの月額支給の報酬は、その月まで報酬を支給

する。

７ 第４項又は第５項の規定により報酬を支給する場合には、その報酬額は、その月の現日数

を基礎として日割によって支給する。

８ 常勤役員には、毎年６月及び１２月に、役員賞与を支給することができる。

９ 常勤役員には、退職手当を支給しない。

１０ 非常勤役員、評議員及び顧問には、報酬等を支給しない。



（報酬等の額の決定）

第４条 理事長は、常勤役員の報酬月額を定めるに当たっては、熊本県一般職の職員等の給与

に関する条例（昭和２６年熊本県条例第２号。以下「給与条例」という。）第４条第１項第

１号に定める行政職給料表の再任用職員の項６級の欄に定める金額の範囲内で、評議員会の

承認を得て決めるものとする。

２ 常勤役員に対する役員賞与は、給与条例第１５条の５から第１５条の６までの規定を準用

するものとする。

（休職時の給与）

第５条 常勤役員が、センター就業規程第６条第１項に掲げる事由に該当して休職にされたと

きは、センター職員給与規程第３５条を準用し報酬を支給する。

（費用）

第６条 センターは、役員、評議員及び顧問が、その職務を行うために旅行したときは、その

費用の相当額を弁償し、その算定方法は、別に定める旅費規程による。

２ 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は別に定める

給与規程に準ずる。

（公表）

第７条 センターは、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法

律第２０条第１項に定める報酬等の支給基準として公表するものとする。

（改廃）

第８条 この規程の改廃は、理事長が理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けて行う。

（補則）

第９条 この規程の実施に必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

この規程は、一般社団及び財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定める公益法

人の設立の登記の日から施行する。

附 則

この規程は、平成２３年３月１８日から施行する。

この規程は、平成２４年３月２１日から施行する。

この規程は、平成２８年６月２０日から施行する。

この規程は、平成３０年７月６日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。


